
院
政
期
に
お
け
る
伊
勢
平
氏
庶
流

「平
家
」
論
の
前
提
作
業

野

口

　

実

は
じ
め
に

「平家」論の前提作業院政期における伊勢平氏庶流

　
平
家
に
た
い
す
る
歴
史
的
な
評
価
は

『平
家
物
語
』
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
て
、
実
証
性
に
欠
け
る
部
分
が
ま
ま
み
ら

れ
る
。
そ
の

一
つ
が
、
伊
勢
平
氏
庶
流
を
も
含
め
て
平
家
を
あ
た
か
も
運
命
共
同
体
の
ご
と
く
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は

「平
家
」
を
白
河
院
に
登
用
さ
れ
た
正
盛
か
ら
の
子
孫
と
規
定
し
、
そ
れ
以
外
の
伊
勢
平
氏
諸
流
の
個

々
の
人
物
を
系
図

と
対
照
さ
せ
る
形
で
記
録
か
ら
渉
猟
し
、
も

っ
て
そ
の
軍
事
貴
族

・
武
士
と
し
て
の
存
在
形
態
、
平
家
と
の
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
材

料
に
資
す
る
た
め
の
作
業
を
行
な
い
た
い
。

　
伊
勢
平
氏
諸

(庶
)
流
の
世
系
を
示
す
史
料
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
中
条
家
文
書

『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
』
(井
上
鋭
夫
編

『新
潟

県
文
化
財
調
査
報
告
書
十
　
奥
山
庄
史
料
集
』
新
潟
県
教
育
委
員
会
、
一
九
六
五
年

・
中
条
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編

『中
条
町
史
　
資
料
編
第

一
巻
』

一
九

八
二
年
、
所
収
)
と

『尊
卑
分
豚
』
(『新
訂
増
補
国
史
大
系
』
所
収
)
で
あ
る
。
後
者
は
当
該
記
の
系
譜
史
料
と
し
て
ま
ず

第

一
に
使
用
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
前
者
が
そ
れ
と
同
等
以
上
の
価
値
を
持

つ
こ
と
は
、
か
つ
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

(拙
稿

「古
代
末
期

の
武
士
の
家
系
に
関
す
る
二
つ
の
史
料
ー
永
承
二
年
二
月
二
十

一
日
付

「藤
氏
長
者
宣
」
と
中
条
家
文
書

『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
』
ー
」
拙
著

『中
世
東

1



国
武
士
団
の
研
究
」
高
科
書
店
、
一
九
九
四
年
、
初
出

一
九
八
四
年
)。

　
ま
ず
、
こ
の
二
つ
の
系
図

(『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
』
は
正
衡
流
を
載
せ
な
い
)
に
お
け
る
伊
勢
平
氏
庶
流

の
系
統
を
対
照

さ
せ
る
形
で
示

し
た
上
で
、
個
々
の
人
物
の
閲
歴
の
所
見
を
記
録
か
ら
渉
猟
す
る
作
業
を
進
め
た
い
。
な
お
、
系
図
の
注
記
に
は

『桓
武
平
氏
諸
流
系

図
』
に
お
け
る
官
位
の
み
を
記
し
た
。
ま
た
、
記
録
の
所
見
博
捜
の
時
間
的
範
囲
は
概
ね
平
家
政
権
成
立
直
前
の
時
期
ま
で
と
し
た
。

2

中
条
家
文
書

『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
』

『尊
卑
分
豚
』

「平家」論の前提作業院政期における伊勢平氏庶流
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1

維
衡

正
度

維
盛
流

8

　

〈あ
〉
維
衡
　
か
れ
の
閲
歴
に
つ
い
て
は
、
高
橋
昌
明

『清
盛
以
前
　
伊
勢
平
氏
の
興
隆
』
(平
凡
社
、
一
九
八
四
年
)
第

一
章

一

「維

衡
と
致
頼
」
に
詳
し
く
、
ま
た
、
そ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
の
補
足
は
旧
稿

「平
貞
盛
の
子
息
に
関
す

る
覚
書
ー
官
歴

を
中
心
に
と
し
て
ー
」
(拙
著

『中
世
東
国
武
士
団
の
研
究
』
高
科
書
店
、
一
九
九
四
年
、
初
出

一
九
七
八
年
)
で
行
な

っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で

は
省
略
に
委
ね
る
。

　

〈う
〉
正
度
　
　
『太
神
宮
諸
雑
事
記
』
、
『維
摩
会
講
師
研
学
竪
義
次
第
』
、
『鎌
倉
遺
文
』
三
八

一
〇
号
に
よ

っ
て
、
越
前
守
が
最
終

官

で
、
治
暦
三
年

(
一
〇
六
七
)
に
は
す
で
に
死
去
し
て
い
た
こ
と
や
娘
が
藤
原
行
成
の
子
の
甲
斐
守
永
親
に
嫁
し
て
興
福
寺
三
会
講

師
行
賢
ら
が
そ
の
所
生
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る

(高
橋
昌
明

『清
盛
以
前
』
四
八
頁
)。

　

〈え
〉
維
盛
　
　
『尊
卑
分
豚
』
に
検
非
違
使

・
駿
河
守
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
と
駿
河
守
の
任
終
が
康
平
五
年

(
一
〇
六
二
)
で
あ

っ
た
こ
と
は

『朝
野
群
載
』
巻
十

一
所
収
長
久
四
年

(
一
〇
四
二
)
十

一
月
二
十
七
日

「復
本
官
本
位
宣
旨
」
、
同
巻
二
十
六
所
収
承
保

二
年

(
一
〇
七
五
)
十
二
月
二
十
日

「越
勘
宣
旨
」
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
治
暦
三
年

(
一
〇
六
七
)
年
三
月
三
日
、
伊
勢

国
奄
芸
郡
稲
生
社
の
祭
礼
の
日
に
、
検
非
違
使
河
内
常
重
と
駿
河
前
司
維
盛
お
よ
び
左
衛
門
尉
季
衡
の
従
者
ら
が
口
論

に
及
ん
だ
こ
と

を
契
機
に
発
生
し
た
在
地
紛
争
や
、
延
久
元
年

(
一
〇
六
九
)、
維
盛
が
副
将
軍
と
し
て
伊
勢
国
飯
高
郡
河
俣
山
に
こ
も

っ
た

「強
盗
」

散
位
紀
為
房

一
族
追
討
に
あ
た

っ
た
こ
と
も
、
す
で
に
高
橋
昌
明
氏
が
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

(『清
盛
以
前
』
四
八
・
五
四
～
五
頁
)
。
こ

の
ほ
か
、
『帥
記
』
承
暦
四
年

(
一
〇
八
〇
)
四
月
二
十
二
日
条
よ
、
こ
の
日
行
な
わ
れ
た
直
物
に
さ
い
し
て
、
維
盛
の
申
文
が
提
出
さ

れ

て
い
た
こ
と
、
『水
左
記
』
同
五
年
九
月
二
十
四
日
条
に

「去
日
逝
去
」
し
た
駿
河
前
司
維
盛
室
の
喪
に
、
こ
の
日
記
の
記
主
源
俊

房
が
使
者
を

つ
か
わ
し
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。



「平家」論の前提作業院政期における伊勢平氏庶流

　

〈お
〉
貞
度
　
か
れ
の
閲
歴
は
米
谷
豊
之
祐

「佐
竹
家
の
祖
-
源
義
業
」
(『古
代
文
化
』
第
五
四
巻
第
六
号
、
二
〇
〇
二
年
)
に
詳
し
い
。

そ

の
官
歴
を
見
る
と
、
文
章
生
か
ら
越
中
大
橡
↓
右
衛
門
尉
↓
検
非
違
使
を
経
て
、
叙
爵
の
後
に
筑
後
守
に
任
じ
て
い
る
。
ま
た
、

『殿
暦
』
嘉
承
二
年

(
=

〇
七
)
八
月
二
十
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
か
れ
は
藤
原
忠
実
の
家
人
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、
『中
右
記
』
永

長
元
年

(
一
〇
九
六
)
五
月
二
日
条
に
よ
る
と
、
か
れ
の
郎
等
の
流
鏑
馬
は
抜
群
で
あ

っ
た
と
い
う
。

　

〈
か
〉
宗
盛
　
承
暦
三
年

(
一
〇
七
九
)
六
月
、
山
僧
が
祇
園
感
神
院
に
集
結
す
る
事
態

に
さ
い
し
て
鴨
川
の
堤
下
に
派
遣
さ
れ
た

検
非
違
使
大
夫
尉
平
季
衡

・
尉
平
季
国

・
右
衛
門
尉
平
正
衡
ら
京
武
者
た
ち
の
軍
勢
の
中
に
右
衛
門
尉
宗
盛
の
姿
が
あ

っ
た
こ
と
や
、

こ
の
二
ヵ
月
ほ
ど
前
に
関
白
藤
原
師
実
が
賀
茂
社
に
参
詣
し
た
時
、
か
れ
が
平
氏

一
族
の
左
衛
門
尉
盛
方

・
右
衛
門
尉
兼
衡

・
左
兵
衛

尉
兼
季
ら
と
共
に
舞
人
を

つ
と
め
た
こ
と
は
、
す
で
に
高
橋
昌
明
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る

(『清
盛
以
前
』
五
〇
～
五

一頁
)
。
そ
の
後

の
宗
盛
に
つ
い
て
は
、
『中
右
記
』
寛
治
三
年

(
一
〇
八
九
)
正
月
二
十
五
日
条
か
ら
、
こ
の
日
、
右
衛
門
尉
を
も

っ
て
検
非
違
使
宣
旨

を
蒙

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
康
和
五
年

(
=

〇
三
)
二
月
三
十
日
条
に
よ
る
と
、
か
れ
は
同
職
に
あ

っ
た
源
重
房
と
検
非
違
使

巡
任
受
領
に
つ
い
て
相
論
し
、
「宗
盛

ハ
右
衛
門
尉
井
着
座
給
爵
位
上
膓
、
重
房
年
膓
井
使
口
宣
旨
上
膓
、
共
右
尉
同
日
宣
旨
也
」
と

い
う
事
情
が
勘
案
さ
れ
た
結
果
、
下
総
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

『殿
暦
』
に
は
長
治
二
年

(
二

〇
五
)
五
月
二
日
条
と
嘉
承
元
年

(
=

〇
六
)
十
月
二
十
八
日
条
に
、
か
れ
が
下
総
守
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
二
疋
の
馬
を
献
じ
た
記
事
が
見
え
、
貞
度
と
同
様
、
藤
原
忠
実

の
家
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
嘉
承
二
年
九
月
五
日
条
に
は
下
総
前
司
と
し
て
見
え
る
。
そ
の
後
、
か
れ
の
名
は

『中
右
記
』

に
は
永
久
二
年

(
一
=

四
)
三
月
二
十
六
日
条
に
見
え
、
そ
れ
以
降
、
四
月
は
二

・
六
日
、
五
月
は
十
三

・
十
六

・
二
十
四

・
二
十

七
日
、
六
月
は

一
二
二
・
十
八

・
二
十

・
二
十

一
・
二
十
五

・
二
十
七

二
二
十
日
の
各
条
に
所
見
す
る
。
同
書
お
よ
び

『殿
暦
』
の
同

年

七
月
二
日
条
に
は
、
前
下
総
守
の
か
れ
が
下
女
を
も

っ
て
舎
弟
散
位
盛
基
の
宅
に
放
火
し
た
と
い
う
記
事
が
見

え
る
。
『中
右
記
』

同
年
九
月
三
日
条
に

「宗
盛

一
日
已
死
去
」
、
同
十

一
日
条
に
は

「宗
盛
其
身
已
死
去
了
」
と
あ

っ
て
、
そ
の
死
去

の
時
点
は
明
ら
か
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で
あ
る
。

　

〈き
〉
盛
信
　
　
『中
右
記
』
長
承
二
年

(
=

三
三
)
七
月
二
十
七
日
条
に

「伊
勢
河
曲
庄
、
盛
信
所
労
無
術
之
由
所
承
也
、
然
者

其
後
預
者
如
何
」
と
あ
り
、
盛
信
が
伊
勢
河
曲
庄
預
所
を

つ
と
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
、

『兵
範
記
』
仁
安
元
年

(
=

六
六
)
十
月
十
日
条
に
見
え
る

「摂
津
守
盛
信
」
は
別
人
で
あ
ろ
う
。

　

<〈
〉
盛
忠
　
　
『魚
魯
愚
紗
』
中
巻

(『史
料
拾
遺
』
第
五
巻
、
二
五
八
頁
)
に
、
平
盛
忠
が

「法
勝
寺
功
」
を
も

っ
て
、
右
兵
衛
尉

へ

の
補
任
を
申
請
し
た
こ
と
が
見
え
る
が
年
代
が
判
然
と
し
な
い

(同
じ
時
に
、
平
季
房
が
允
へ
の
任
官
を
望
む
申
文
を
提
出
し
て
い
る
)
。
ま
た
、

『兵
範
記
』
久
寿
三
年

(
=

五
六
)
年
四
月
二
十
四
日
条
に

「東
宮
所
衆
盛
忠
」
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
年
代
か
ら
み
て
明
ら
か
に
別

人
で
あ
る
。

　

〈け
〉
盛
基
　
　
『中
右
記
』

・

『後
二
条
師
通
記
』
寛
治
六
年

(
一
〇
九
二
)
四
月
十
八
日
条
に

「右
兵
衛
尉
」
と
見
え
、
同
じ
く

翌
七
年
三
月
十
八
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
日
、
か
れ
は
悪
僧
を
搦
め
た
勧
賞
に
よ

っ
て
右
衛
門
尉
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
『除
目
大
成

抄
』
第
五

(『新
訂
増
補
史
籍
集
覧
』
別
巻
一
、
三
六
二
頁
)
に
は
、
永
久
二
年

(
一
一
一
四
)
正
月
二
十
七
日
付
の
欠
員
に
な

っ
て
い
る
駿
河

守

へ
の
補
任
を
希
望
す
る
盛
基

(散
位
従
五
位
下
)
の
申
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
か
れ
は
永
長
二
年

(
一
〇
九
七
)
に

検
非
違
使
の
宣
旨
を
蒙
り
、
康
和
五
年

(
=

〇
三
)
に
叙
爵
し
て
お
り
、
検
非
違
使
か
ら
受
領
を
拝
任
す
る
巡

の
第

一
位
で
あ
り
、

す
で
に
年
齢
も
七
十
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
。
結
果
的
に
、
こ
の
時
、
か
れ
は
信
濃
守
に
任
じ
ら
れ
た
。
な
お
、
『中
右
記
』
康
和
五

年

二
月
三
十
日
条
に
は
、
「検
非
違
使
大
夫
」
盛
基
が
相
模
介
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
永
久
二
年

(
=

一
四
)
、
兄
の
宗
盛

と
紛
争
を
起
こ
し
た
よ
う
で
、
『中
右
記
』
に
は
、
宗
盛
下
女
に
よ
る
盛
基
宅
放
火
事
件
に
関
す
る
記
事
が
頻
出
す

る

(四
月
二
日
、
五

月
士

二
・
+
六
・
二
+
四
日
、
七
月
二
日
、
九
月
三

・
+

一
日
条
)
。
同
元
永
元
年

(
=

一
八
)
閏
九
月
九
日
条
に
は

「暁
信
乃
守
盛
基
五
条

鳥
丸
宅
焼
亡
、
放
火
云
々
、
近
隣
小
屋
已
及

一
町
也
」
と
見
え
、
こ
の
と
き
、
か
れ
が
現
任
の
信
濃
守
で
あ

っ
た
こ
と
、
か
れ
の
京
中
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宅
の
位
置
、
そ
し
て
そ
の
宅
が
再
び
放
火
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

〈こ
〉
盛
時
　
　
『長
秋
記
』
元
永
二
年

(
一
=

九
)
六
月
二
十
八
日
条
に
、
こ
の
日
に
行
な
わ
れ
た
顕
仁
親
王

(後
の
崇
徳
天
皇
)
所

始
に
さ
い
し
て
、
加
え
仰
せ
ら
れ
た
侍
五
人
の
う
ち
に

「左
衛
門
尉
平
盛
時
」
の
名
が
見
え
る
。
ち
な
み
に
、
ほ
か

の
四
人
は
右
衛
門

尉
平
盛
康

・
左
衛
門
尉
平
正
弘

・
左
兵
衛
尉
平
盛
兼

・
同
貞
基
で
、
い
ず
れ
も
伊
勢
平
氏

一
族
の
面
々
で
あ

っ
た
。

『中
右
記
』
お
よ

び

『台
記
』
の
保
延
二
年

(
=

三
六
)
十

一
月
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
に
行
な
わ
れ
た
除
目
の
さ
い
、
鳥
羽
院
か
ら
の
申
し
入

れ
に
よ
り
、
盛
時
男
の
政
時
が
、
盛
時
に
よ
る
殺
害
犯
人
逮
捕
の
功
を
譲
ら
れ
た

「別
功
賞
」
に
よ

っ
て
左
兵
衛
権
少
尉
に
任
じ
ら
れ

て

い
る
。

　

〈さ
〉
正
時

保
延
二
年

(
一
一
三
六
)
の
左
兵
衛
権
少
尉
補
任
に
つ
い
て
は
前
項
の
と
お
り
。
『台
記
別
記
』
仁
平

三
年

(
=

五
三
)

八
月
八
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
日
、
左
大
臣
藤
原
頼
長
の
春
日
詣
定

・
所
宛
が
行
な
わ
れ
た
が
、
東
遊
の
舞
人
十
人

の
う
ち
に
正
時
の

名
が
見
え
、
同
十

一
月
十
七
日
条
か
ら
、
こ
の
日
の
調
楽
に
も
見
参
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
月
二
十
六
日
が
春
日
詣
の
当
日
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
と
き
頼
長
に
舞
人
と
し
て
供
奉
し
た
の
は
、
左
衛
門
尉
源
満
清

・
右
衛
門
尉
平
惟
繁

・
同
盛
弘

・
左
兵
衛
尉
藤
原
宗

時

・
同
平
正
時

・
同
平
貞
清

・
同
平
叙
時

・
同
時
弘

・
右
兵
衛
尉
源
重
定

・
同
源
義
定
ら

「良
家
子
」
で
あ

っ
た

(同
書

・
『兵
範
記
』

同
日
条
)。
正
時
は
、
そ
の
後
、
お
そ
ら
く
衛
門
尉
に
任
じ
た
と
み
ら
れ
、
よ
う
や
く
保
元
三
年

(
=

五
八
)
二
月

二
十

一
日
の
臨
時

除

目
で
伊
勢
守
に
補
任
さ
れ
た

(『兵
範
記
』
同
日
条
)。
二
条
天
皇
の
践
詐
を
伝
え
る

『兵
範
記
』
の
同
年
八
月
十

一
日
条
に

「従
五
位

下
守
伊
勢
守
平
朝
臣
正
時
」
の
名
が
見
え
る
。
か
れ
の
伊
勢
守
在
任
は
複
数
回
で
き
わ
め
て
長
期
に
わ
た

っ
た
ら
し
く
、
『山
椀
記
』

永
暦
二
年

(
=

六
一
)
四
月
十
三
日
条
の
小
除
目
の
記
事
に

「伊
勢
守
平
正
時
還
着
」
と
あ
り
、
ま
た

『兵
範
記
』
仁
安
四
年

(
=

六
九
)
正
月
十

一
日
の
除
目
入
眼
の
記
事
中
に

「伊
勢
守
平
正
時
」
と
見
え
る
。

　

〈し
〉
貞
基
　

　『中
右
記
』
元
永
二
年

(
=

一
九
)
四
月
十
九
日
条
に
、
斎
院
御
縷
の
供
奉
人
と
し
て

「左
兵
衛

尉
平
貞
基
」
の
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名

が
見
え
る
。
同
年
六
月
二
十
八
日
の
顕
仁
親
王
所
始
に
さ
い
し
て
、
加
え
仰
せ
ら
れ
た
侍
五
人
の
う
ち
に
、
か
れ

の
名
が
見
え
る
こ

と
は

〈こ
〉
盛
時
の
項
で
述

べ
た
。
大
治
四
年

(
=

二
九
)
正
月
六
日
の
叙
位
議
で
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
こ
と
が

『中
右
記
』
(同

日
条
)
に
見
え
る
。
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H

貞
季
-

範
季
流

　

〈あ
〉
貞
季
　
　『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
』
に

「長
和
三
年

(
一
〇
一
四
)
卒
　
年
九
十
」
と
あ
る
が
、
不
審
。
高
橋
昌
明
氏
は
、
「醍

醐
寺
文
書
目
録
」
(『鎌
倉
遺
文
』
八
三
号
V
に
見
え
る
曾
禰
庄
関
係
文
書
中
に

「駿
河
守
名
田
請
文
　

一
通
」
と
あ
る

「駿
河
守
」
が
貞

季
に
比
定
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(『清
盛
以
前
』
七
三
～
七
四
頁
)。

　

〈
い
〉
範
季
　
　
『水
左
記
別
記
』
永
保
四
年

(
一
〇
八
四
V
正
月
十
七
日
条
に
、
前
佐
渡
守
平
資
範

・
前
隠
岐
守
同
資
季
ら
と
と
も

に
散
位
平
範
季
の
名
が
見
え
る
。
『中
右
記
』
天
永
二
年

(
=

=

)
正
月
二
十
三
日
条
の
除
目
入
眼
の
記
事
に

「
安
房
範
季
、
誠
」

と
見
え
、
民
部
丞
か
ら
安
房
守
に
任
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

〈え
〉
盛
房
　
　
『魚
魯
愚
紗
』
中
巻

(『史
料
拾
遺
』
第
五
巻
、
二
五
五
頁
)
に
、
左
兵
衛
少
尉
平
盛
房
が
見
え
る
が
、
年
代
が
判
然
と

し
な
い
。
仁
安
二
年

(
=

六
七
)
正
月
二
十
七
日
、
後
白
河
院
女
御
平
滋
子
の
家
司
職
事
侍
等
が
補
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
無
官
者

と
し
て
平
盛
房
の
名
が
見
え
る

(『兵
範
記
』
同
日
条
V。
か
れ
は
、
こ
の
年
の
十
二
月
三
十
日
の
除
目
で
主
殿
允
を
辞
退
し
て
い
る

(同

日
条
)。
ま
た
、
『山
椀
記
除
目
部
類
』
承
安
元
年

(
=

七
一
)
十
二
月
九
日
条
に
は

「左
近
将
監
平
盛
房
、
締
」
と
見
え
る
。

　

〈お
〉
敦
房
　
仁
安
二
年
正
月
二
十
七
日
、
後
白
河
院
女
御
平
滋
子
の
家
司
職
事
侍
等
が
補
さ
れ
た
が
、
そ
の
中

に
左
兵
衛
尉
平
敦

房
の
名
が
見
え
る

(『兵
範
記
』
同
日
条
〉。
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〈か
〉
仲
房
　

『魚
魯
愚
紗
』
中
巻

(『史
料
拾
遺
』
第
五
巻
、
二
七
〇
頁
)
に
、
承
安
二
年

(
=

七
二
)
の
春
の
除

目
に
さ
い
し
、
木

工
允
平
仲
房
が
左
馬
允
平
清
貞
や
文
章
生
の
散
位
平
維
基
ら
と
と
も
に
左
右
衛
門
尉
を
望
む
申
文
を
提
出
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

　

〈き
〉
貞
房
　
保
元
二
年

(
二

五
七
)
三
月
二
十
六
日
に
行
な
わ
れ
た
祭
除
目
で
右
馬
助
に
補
任
さ
れ
、
翌
年
正
月
六
日
の
叙
位

で
従
五
位
上
に
叙
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

(『兵
範
記
』)。

　

<〈
〉
維
房
　
保
元
二
年
秋
の
除
目
の
さ
い
、
造
宮
の
功
に
よ

っ
て
右
兵
衛
尉
に
補
さ
れ
て
い
る

(『兵
範
記
』
同
年
十
月
二
+
九
日
条
)。

『吉
記
』
安
元
二
年

(
一
一
七
六
)
四
月
二
十
七
日
条
に
、
後
白
河
院
が
受
戒
の
た
め
に
比
叡
山
に
御
幸
し
た
記
事
が
あ
る
が
、
こ
こ
に

院

に
従

っ
た
北
面
の

一
人
と
し
て
掃
部
助
平
維
房
の
名
が
見
え
る
。

　

〈け
〉
業
房
　
後
自
河
院

の
近
習
と
し
て
鹿
ケ
谷
事
件
に
名
を
見
せ
、

一
貫
し
て
反
平
家

の
立
場
に
あ

っ
た
こ
と
で
有
名
な
人
物
で

あ
る

(米
谷
豊
之
祐

「後
白
河
院
北
面
下
膓
ー
院
の
行
動
力
を
支
え
る
も
の
ー
」
同
著

『院
政
期
軍
事

・警
察
史
拾
遺
』
近
代
文
芸
社
、

一
九
九
三
年
、

初
出

一
九
七
六
年

参
照
)
。
仁
安
二
年
正
月
二
十
七
日
、
後
白
河
院
女
御
平
滋
子
の
家
司
職
事
侍
等
が
補
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
右
衛
門

尉
と
し
て
か
れ
の
名
が
見
え
る

(『兵
範
記
』
同
日
条
)
。

一
方
、
『兵
範
記
』
の
翌
年
二
月
十
六
日
条
に
は
左
尉
と
し

て

「平
成
房
」
が

見
え
る
。
仁
安
四
年
正
月
十

一
日
、
「検
非
違
使
元

の
如
し
」
で
従
五
位
下
に
叙
さ
れ

(『兵
範
記
』
同
日
条
)
、
嘉
応

二
年

(
一
一
七
〇
)

四
月
十
七
日
の
賀
茂
祭
の
路
頭
行
列
中
に

「大
夫
尉
業
房
」
が
見
え
る

(同
)。
そ
の
後
、
相
模
守
に
任
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ

(『山
椀
記
』

安
元
元
年

く
=

七
五
V
八
月
十
・
+

一
日
条
)、
治
承
三
年

(
=

七
九
)
正
月
五
日
に
正
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る

(同
書
同
日
条
)。

　

〈つ
〉
家
満
　
　
『兵
範
記
』
仁
安
三
年
三
月
九
日
条
に
、
帯
刀
と
し
て
平
家
光
が
見
え
る
。
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皿
　
正
季
流

　

〈
い
〉
範
季
　
H

〈
い
〉
の
範
季
と
重
出
か
。

　

〈う
〉
季
房
　
　
『魚
魯
愚
紗
』
中
巻

(『史
料
拾
遺
』
第
五
巻
、
二
五
九
頁
)
に
、
平
季
房
が

「行
大
原
野
行
幸
事
所
功
」
を
も

っ
て
諸

司
允
を
望
ん
だ
こ
と
が
見
え
、

一
方
、
『兵
範
記
』
仁
安
三
年

(
=

六
八
)
十
二
月
十
三
日
条
の
除
目
入
眼
の
記
事
に

「大
炊
允
平
季

房
、
蠣
」
と
あ

っ
て
対
応
す
る
。

　

〈え
〉
季
宗
　
　『中
右
記
』
元
永
二
年

(
一
=

九
)
九
月
二
十

一
日
条
に
北
面
下
膓
と
し
て
平
正
盛

・
平
貞
賢

・
平
盛
兼
ら
と
と

も

に

「平
季
宗
、
漸
」
と
見
え
る
が
、
こ
の
人
物
は
世
代
的
に
整
合
し
な
い
。
な
お
、
『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
』
に
は

「或
本
季
宗
宗

貞
宗
季
等
者
盛
光
孫
貞
光
子
云
々
」
と
注
記
し
て
い
る
。
佐
々
木
紀

一
氏
は
、
こ
の

「宗
貞
宗
季
」
を
家
貞

・
家
季
の
誤
り
と
す
る

(「
桓
武
平
氏
正
盛
流
系
図
補
輯
之
落
穂
」
『米
沢
国
語
国
文
』
第
二
五
号
、
一
九
九
六
年
)。
ち
な
み
に
、
家
季
に
つ
い
て
は

『兵
範
記
』
仁
安
元

年

(
=

六
六
)
十
月
二
十

一
日
条
の
臨
時
除
目
の
記
事
に

「左
衛
門
志
平
家
季
」
と
見
え
る
。

　

〈お
〉
宗
清
　
　『殿
暦
』
天
永
二
年

(
=

=

)
二
月
七
日
条
に
、
検
非
違
使
宗
清
が
右
衛
門
尉
宗
実
ら
と
と
も
に
高
陽
院
の
事

始

の
慶
賀
に
赴
い
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
が
、
こ
れ
も
世
代
が
あ
わ
な
い
。

一
方
、
『兵
範
記
』
仁
安
三
年
七
月
三
日
条
に
は
、
こ

の
日
の
小
除
目
で
右
衛
門
少
尉
平
宗
清
が
左
衛
門
少
尉
に
転
じ
た
こ
と
が
見
え
、
ま
た
、
『吉
記
』
安
元
二
年

(
二

七
六
)
四
月
二
十

七
日
条
に
も
左
衛
門
尉
平
宗
清
が
所
見
す
る
。
こ
ち
ら
は
時
代
的
に
整
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
か
れ
が
平
頼
盛

の
家
人
で
あ

っ
た

こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、
西
村
隆
氏
の

「平
氏

「家
人
」
表
-
平
氏
家
人
研
究

へ
の
基
礎
作
業
1
」
(『日
本
史
論
叢
』
第

一
〇
号
、
一
九
八

三
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

〈か
〉
家
貞
　
平
清
盛
の

一
の
郎
等
と
し
て
著
名
で
、
筑
後
守
に
任
じ
た
。
そ
の
閲
歴
や
係
累
に
つ
い
て
は
、
西
村
隆

「平
氏

「家
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人
」
表
-
平
氏
家
人
研
究

へ
の
基
礎
作
業
1
」
に
、
ま
た
、
子
息
貞
能
と
二
代
に
わ
た
る
鎮
西
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
工
藤
敬

一

「鎮
西
養
和
内
乱
史
論
」
(同
著

『荘
園
公
領
制
の
成
立
と
内
乱
』
思
文
閣
、

一
九
九
二
年
、
初
出

一
九
七
八
年
)
に
詳
し
い
。
受
領
補
任
以
前

の
官
歴
の
大
略
を
記
す
と
、
長
承
三
年

(
=

三
四
)
閏
十
二
月
十
二
日
、
海
賊
追
捕
の
賞
に
よ

っ
て
兵
衛
尉
か
ら
左
衛
門
尉
に
昇
任

(『中
右
記
』
同
日
条
)、
仁
平
四
年

(
=

五
四
)
正
月
二
十
三
日
、
検
非
違
使
宣
旨
を
蒙
り

(『兵
範
記
』
同
日
条
)、
久
寿

二
年

(
=

五
五
)

正

月
六
日
、
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る

(同
)。
ち
な
み
に
、
『兵
範
記
』
嘉
応
二
年

(
一
一
七
〇
)
四
月
十
九
日
条

に

「武
士

一
人
、

故
家
貞
次
男
云
々
、
郎
等
十
騎
」
と
見
え
る
。

　

〈き
〉
貞
能
　
父
家
貞
同
様
、
平
家
中
枢
の
有
力
家
人
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
筑
前

・
肥
後
の
受
領
を
歴
任
し
た
。
そ
れ
以
前
の
官

歴
を
見
る
と
、
『兵
範
記
』
保
元
元
年

(
=

五
六
)
九
月
十
六
日
条
に
平
貞
良
が
右
馬
少
允
に
補
任
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
、

『山
椀
記
』
永
暦
元
年

(
=

六
〇
)
十
二
月
十
五
日
条
に
は
検
非
違
使
と
あ
る
。
長
寛
三
年

(
=

六
五
)
七
月
二
十

五
日
、
六
条
天
皇

の
即
位
に
と
も
な
う
叙
位
で
従
五
位
下
に
叙
さ
れ

(『山
椀
記
』
同
日
条
)
、
『兵
範
記
』
仁
安
元
年

(
=

六
六
)
十
月
十
日
条
に
は

「左

大
夫
尉
平
貞
能
」
と
見
え
る
。
同
書
の
翌
年
入
月
十
八
日
条
に
は
、
左
衛
門
少
尉
従
五
位
上
平
朝
臣
貞
能
の
復
任
除
目

の
記
事
が
あ
る
。

筑
前
守
に
任
じ
た
の
は
仁
安
四
年
春
の
除
目
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ

っ
た

(『兵
範
記
』
正
月
十
一
日
条
)
。

　

<〈
〉
道
貞
　
仁
安
三
年
十

一
月
、
左
兵
衛
尉
平
道
貞
は
大
嘗
会
悠
紀
方
に
私
物
万
疋
を
進
納
す
る
こ
と
を
条
件

に
靭
負
尉
の
拝
任

を
申
請
し
、
翌
月
の
除
目
で
希
望
ど
お
り
に
左
衛
門
尉
に
補
さ
れ
て
い
る

(『兵
範
記
』
十

一
月
四
・
六
日
、
+
二
月
士

二
日
条
、
『山
椀
記
除

目
部
類
』
+
二
月
士

二
日
条
)。
な
お
、
次
項
に
示
し
た
よ
う
に
、
道
貞

(道
定
)
は
貞
頼
と
同

一
人
物
で
あ
る
。

　

〈け
〉
貞
頼
　
　
『兵
範
記
』
嘉
応
元
年

(
コ

六
九
)
十

一
月
二
十
五
日
条
に
、
こ
の
日
進
発
し
た
八
十
島
使
の
行
列
中
に
随
兵
七

十

人

(親
明
の
者
二
+
人
、
郎
等
五
+
人
か
)
を
引
率
し
た

「武
士
左
衛
門
尉
平
貞
頼
」
が
所
見
す
る
。
ま
た
、
同
じ
く
翌
年
四
月
十
九
日

条

に
も
左
衛
門
尉
と
し
て

「平
定
頼
」
が
見
え
る
。
佐
々
木
紀

一
氏
は
、
右
の
八
十
島
使
下
向
の
記
事
が

『愚
昧
記
』
同
日
条
に
も
見
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え
、
そ
こ
に

「胡
籐
負
、
筑
前
守
貞
能

一
男
通
定
、
郎
等
七
十
人
相
具
也
、
此
中
二
十
人

一
門
者
云
々
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

こ
こ
に
見
え
る
通
定
が
貞
頼
と
同

一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

(「桓
武
平
氏
正
盛
流
系
図
補
輯
之
落
穂
」)
。

　

〈さ
〉
貞
清
　
　『魚
魯
愚
紗
』
中
巻

(『史
料
拾
遺
』
第
五
巻
、
二
七
〇
頁
)
に
、
承
安
二
年

(
=

七
二
)
の
春
の
除

目
に
さ
い
し
て
、

美
作
大
操
平
定
清
が
右
近
将
監
拝
任
の
申
文
を
提
出
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
同
定
の
可
否
は
不
明
で
あ
る
。
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W
　
兼
季
流

　

〈あ
〉
兼
季
　
　
『中
右
記
』
承
徳
元
年

(
一
〇
九
七
)
閏
正
月
三
日
条
か
ら
、
こ
の
日

「左
尉
」
兼
季
が
検
非
違
使
の
宣
旨
を
蒙

っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
四
月
十
八
日
条
に
は

「検
非
違
使
右
衛
門
尉
」
と
あ
る
。
翌
年
、
か
れ
は
流
人
大
江
仲
宗

の
郎
等
四
郎
大
夫

を
追
捕
し
、
そ
の
功
に
よ

っ
て
大
夫
尉
に
叙
留
さ
れ
て
い
る

(同
書
二
月
三
十
日
・
三
月
十
二
日
条
〉。
大
夫
尉
と
し
て
の
最
後
の
所
見
は

『長
秋
記
』
天
永
四
年

(
一
一
一
三
V
正
月
十
六
日
条
で
、
『中
右
記
』
永
久
二
年

(
=

一
四
)
十

一
月
四
日
条
に
は
上
総
守
(介
)
と
見
え

る
。
こ
の
日
、
検
非
違
使
藤
原
盛
道
が
強
盗
七
人
を
逮
捕
し
た
が
、
主
犯
の
源
四
郎
大
夫
源
武
は
兼
季
の
郎
等
で
あ

っ
た
と
い
う
。
ち

な
み
に
、
同
書
同
年
四
月
十
三
日
条
に
兼
季
の
子
で
右
兵
衛
尉
だ

っ
た
者
が
斎
院
御
襖
の
前
駈
を

つ
と
め
た
こ
と
が
見
え
る
。

　

〈う
〉
貞
兼
　
　『中
右
記
』
康
和
五
年

(
=

〇
三
)
十
二
月
二
十
九
日
条
に
、
追
捕
犯
人
の
賞
に
よ
る
小
除
目
が
行
な
わ
れ
、
平

定
光
が
木
工
允
、
平
貞
兼
と
藤
原
盛
道
が
右
兵
衛
尉
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

　

〈え
〉
盛
兼
　
　
『中
右
記
』
天
永
二
年

(
一
=

一
)
四
月
十
四
日
条
に

「馬
允
」
と
あ
り
、
同
永
久
二
年

(
=

一
四
)
九
月
二
十

一
日
条
に
は
、
兵
衛
尉
盛
兼
が
強
盗
を
召
し
進
め
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。
『長
秋
記
』
元
永
二
年

(
=

一
九
)
六
月
十
九
日
条
に

は

「左
兵
衛
尉
」
と
見
え
、
『中
右
記
』
の
同
年
九
月
二
十

一
日
条
に
は

「北
面
下
膳
」
と
あ
る
。
そ
の
後
、
保
安

五
年

(
=

二
四
)
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四
月
ま
で
の
間
に
左
衛
門
尉
に
任
じ
て
検
非
違
使
宣
旨
を
蒙
り
、
こ
の
年
六
月
に
は
通
仁
親
王
家
の
御
監
に
補
さ
れ
て

い
る

(『永
昌
記
』

四
月
十
四
日

・
六
月
二
+
二
日
条
)
。
『中
右
記
』
大
治
四
年

(
=

二
九
)
閏
七
月
二
十
五
日
条
に
は

「検
非
違
使
本
院
北
面
」
と
あ
り
、

十

一
月
十
三
日
条
に
は
、
源
為
義
ら
検
非
違
使
の
追
捕
を
う
け
て
上
洛
し
て
き
た
南
都
の
僧
朝
覚
を
盛
兼
が
京
中
で
逮
捕
し
た
こ
と
が

見
え
る
。
長
承
三
年

(
=

三
四
)
正
月
五
日
、
従
五
位
下
に
叙
留
さ
れ
、
さ
ら
に
同
年
五
月
十
五
日
、
賀
茂
行
幸
に
さ
い
し
て
従
五

位
上
に
昇
叙
さ
れ
て
い
る

(『中
右
記
』
同
日
条
)。
『本
朝
世
紀
』
久
安
三
年

(
=

四
七
)
七
月
二
十
四
日
条
に

「佐
土
守
平
盛
兼
」
と

見
え
、
同
五
年
十
二
月
三
十
日
条
か
ら
は
、
和
泉
守
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
か
れ
が
子
息
盛
兼
の
濫
行
事
件
の
謝
罪
と
し

て
左
府
藤
原
頼
長
に

一
族
の
名
簿
を
提
出
し

(『兵
範
記
』
久
寿
二
年

〈
=

五
五
〉
二
月

一
・
八
日
条
)
臣
従
し
て
い
た

こ
と
は
、
す
で
に

西
村
隆
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

(「平
氏

「家
人
」
表
」)、
『台
記
別
記
』
仁
平
元
年

(
=

五

一)
六
月
二
十
六
日
条
に
よ
る
と
、

こ
の
日
の
春
日
詣
定
に
お
い
て
、
八
月
十

一
日
の
佐
保
殿
に
お
け
る
上
達
部
殿
上
人
の
担
当
に

「盛
兼
朝
臣
」
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、

そ

の
関
係
は
さ
ら
に
遡
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
西
村
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
久
寿
二
年
八
月

一
日
、
「法
皇
仰
」

を
受
け
た
か
れ
は
、
随
兵
数
千
を
率
い
て

「院
内
陣
頭
等
」
の
守
護
に
あ
た
り

(『兵
範
記
』
同
日
条
)、
ま
た
保
元
の
乱

の
さ
い
も
後
自

河
天
皇
方
と
し
て
独
立
し
た
武
力
を
構
成
し
て
い
た

(同
保
元
元
年
七
月
五
日
条
)。
な
お
、
『兵
範
記
』
仁
安
三
年
六
月
十
二
日
条
に
、

こ
の
日
に
六
位
で
昇
殿
を
ゆ
る
さ
れ
た
高
階
仲
基
に
つ
い
て

「年
廿
六
、
散
位
仲
行
男
、
母
前
和
泉
守
平
盛
兼
女
」
と
見
え
る
。

　
　
〈お
〉
信
兼
　
か
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
西
村
氏
の
ほ
か
、
田
中
文
英
氏

(「平
氏
政
権
と
摂
関
家
領
」
同
著

『平
氏
政
権
の
研
究
』
思

文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
、
初
出

一
九
六
八
年
)
、
飯
田
悠
紀
子
氏

(「平
氏
時
代
の
国
衙
支
配
形
態
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
『日
本
歴
史
』
第
二
六
二
号
、

一
九
七
〇
年
)

・
石
丸
煕
氏

(「院
政
期
知
行
国
制
に
つ
い
て
の
一
考
察
1
と
く
に
平
氏
知
行
国
の
解
明
を
め
ざ
し
て
ー
」
『北
大
文
学
部
紀
要
』
二
八
号
、

一
九
七
一
年
)

・
高
橋
昌
明
氏

(「伊
勢
平
氏
の
成
立
と
展
開
」
『日
本
史
研
究
』
第
一
五
七

・
一
五
八
号
、

一
九
七
五
年
)

・
角
田
文
衛
氏

(『平
家

後
抄
-
落
日
後
の
平
家
1
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
)

・
棚
橋
光
男
氏

(「伊
勢
平
氏
の
基
盤
を
め
ぐ
っ
て
」
『歴
史
公
論
』
六
五
号
、
一
九
八

一
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年
)

・
稲
本
紀
昭
氏

(「曽
禰
庄
と
平
信
兼
」
『日
本
史
研
究
』
第
一
三
西
号
、
】
九
八
二
年
)

・
正
木
喜
三
郎
氏

(「古
代
末
期
に
お
け
る
平
信
兼
の

動
向
に
つ
い
て
」
竹
内
理

二
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編

『荘
園
制
と
中
世
社
会
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
四
年
)

・
川
合
康
氏

(「治
承
・

寿
永
内
乱
と
和
泉
国
」
岸
和
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編

『岸
和
田
市
史

第
2
巻

古
代

・中
世
編
』

一
九
九
六
年
)
等
が
、
そ
の
閲
歴
や
伊
勢
に
お

け
る
勢
力
圏
、
ま
た
権
門
と
の
関
係
等
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
あ
ら
た
め
て
、
そ
の
官
歴
を

一
瞥
し
て
お
く
。
仁
平
二
年

(
=

五
二
)
春
の
除
目
で
兵
衛
尉
か
ら
左
衛
門
少
尉
に
転
補
さ
れ
た

(『山
椀
記
』
正
月
二
+
二
日
条
)。
『兵
範
記
』
同
年
三
月
二
十
九
日
条
に

は

「殿
上
五
位
信
兼
」
と
見
え
る
。
同
書
同
四
年
正
月
三
十
日
条
に
も
高
陽
院
殿
上
人
と
し
て
信
兼
な
る
者
が
所
見
。
同
じ
く
二
月
二

日
条
の

「春
日
詣
前
駈
人
々
装
束
目
録
」
は
、
そ
の
官
職
を
越
後
権
守
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
別
人
で
あ
ろ
う
。
久
寿
二
年
二
月

一
日
、
信
兼
は
左
大
臣
頼
長
と
乗
合
事
件
を
起
こ
し
、
四
月
十
四
日
に
左
衛
門
少
尉
解
官
の
憂
き
目
に
あ

っ
た
が

(『兵
範
記
』
同
日
条
)
、

翌
年
五
月
十
九
日
、
左
衛
門
権
少
尉
に
還
着
。
保
元
二
年

(
=

五
七
)
春
の
除
目
の
さ
い
、
検
非
違
使
宣
旨
を
蒙

っ
た

(同
書
正
月
二

+
四
日
条
)。
翌
年
八
月
二
十
五
日
、
後
白
河
院
の
鳥
羽
殿
御
幸
に
供
奉
し
た
北
面
の
な
か
に
六
位
の
検
非
違
使
と
し
て
所
見

(『山
椀
記
』

同
日
条
)。
永
暦
元
年

(
=

六
〇
)
九
月
二
日
、
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
大
夫
尉
と
な

っ
た

(同
)。
仁
安
二
年

(
=

六
七
)
十
二
月
三

十
日
、
河
内
守
に
任
じ

(『兵
範
記
』
同
日
条
)、
承
安
二
年

『山
椀
記
』
治
承
三
年

(
=

七
九
)
正
月
六
日
条
に
は
和
泉
守
と
し
て
所
見

し
、
同
十
九
日
条
か
ら
、
こ
の
日
信
兼
が

「別
功
賞
」
に
よ

っ
て
正
五
位
下
に
昇
叙
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
と

同
時
に
か
れ
の
子
息
検
非
違
使
右
衛
門
尉
兼
隆
は
、
父
と
の
不
和
の
ゆ
え
に
信
兼
の
申
請
に
よ

っ
て
解
官
さ
れ
て
い
る
。
清
盛
に
よ
る

ク
ー
デ
タ
ー
直
後
の
治
承
四
年

(
=

八
〇
)
春
の
除
目
で
、
か
れ
は
秩
満
し
た
和
泉
守
か
ら
出
羽
守
に
転
じ
て
い
る

(『玉
葉
』
正
月
二

+
八
日
条
・
『山
椀
記
除
目
部
類
』
同
二
+
七
日
条
)。
こ
の
時
、
和
泉
守
に
は
信
兼
の
姉
妹
の
夫
に
あ
た
る
高
階
仲
基

(盛
兼
の
項
を
参
照
)

が

「親
服
に
よ
る
名
替
」
に
よ

っ
て
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

一
族
と
和
泉
国
の
深

い
つ
な
が
り
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
摂
関
家
と

和
泉
国
お
よ
び
盛
兼

・
信
兼
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
元
木
泰
雄

「和
泉
守
藤
原
邦
綱
考
」
(『泉
佐
野
市
史
研
究
』
第
三
号
、

一
九
九
七
年
)
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を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

〈か
〉
兼
高
　
源
頼
朝
の
挙
兵
の
さ
い
に
討
た
れ
た
伊
豆
目
代
山
木
判
官
兼
隆
で
あ
る
。
『吉
記
』
安
元
二
年

(
=

七
六
)
四
月
二

十

二
日
条
の
賀
茂
祭
の
記
事
に
、
検
非
違
使
の
右
尉
と
し
て
平
兼
隆
が
見
え
る
。
『山
椀
記
』
治
承
二
年
正
月
二
日
条

に

「大
夫
尉
兼

隆
」
、
同
書
の
翌
日
の
条
に
は

「六
位
尉
」
、
七
日
条
に
は

「五
位
」
と
し
て
所
見
す
る
。
ま
た
、
翌
年
正
月
三
日
の
条
に
は

「右
尉
平

兼
隆
」
と
見
え
る
。
な
お
、
前
項
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

V
　

季

衡
流

　

〈あ
〉
季
衡
　
か
れ
の
閲
歴
に
つ
い
て
は
、
高
橋
昌
明

『清
盛
以
前
』
(四
八
頁
)
に
詳
し
い
。
若
干
補
足
を
加
え

る
と
、
『除
目
大

成
抄
』
第
六

(『新
訂
増
補
史
籍
集
覧
』
別
巻
一
、
四
一
七
頁
V
に
よ

っ
て
、
康
平
七
年

(
一
〇
六
四
)
秋
の
除
目
の
さ
い
、
季
衡
が
督
藤
原
俊

家

の
請
に
よ

っ
て
左
衛
門
少
尉

へ
の
補
任
を
望
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
承
保
四
年

(
一
〇
七
七
)
十

一
月
二
十
三
日
、
か
れ

が
斎
王
帰
京
の
事
に
よ

っ
て
伊
勢
に
下
向
し
て
い
る
こ
と
、
同
年
十
二
月
二
十

一
日
に
本
所
で
飼
わ
れ
て
い
た
厩
鵯
毛
馬

一
疋
が
か
れ

の
も
と
に
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

(と
も
に

『水
左
記
』
同
日
条
)
、
季
衡
と
伊
勢
在
地
や
馬
と
の
関
係
の
深
さ
を
う
か
が
わ
せ
て
興
味
深

い
。

　

〈う
〉
盛
良
　
高
橋
昌
明

『清
盛
以
前
』
(七
二
頁
)
に
、
か
れ
が
源
義
親
追
討
の
さ
い
、
正
盛
の
軍
に
従
い
、
論
功
行
賞
で
左
兵
衛

尉

に
補
任
さ
れ
た
こ
と

(『中
右
記
』
天
仁
元
年

〈
=

〇
八
〉
正
月
二
十
四
日
条
)
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『中
右
記
』
天
永
三
年

(
=

一
二
)
二
月
十
四
日
条
に
は
、
か
れ
が
、
昨
日
、
強
盗

一
人
を
進
め
た
と
あ
る
。

『殿
暦
』
永
久
五
年

(
=

一
七
)
四
月
二
十
六

日
条
に

「尾
張
目
代
男
盛
良
」
が
上
洛
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
定
で
き
る
か
は
不
明

(な
お
、
菊
地
紳

一
・
宮
崎
康
充
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「国
司
一
覧
」
〈児
玉
幸
多
ほ
か
監
修

『日
本
史
総
覧
H
』
新
人
物
往
来
社
、

一
九
八
四
年
〉
に
よ
る
と
、
時
の
尾
張
守
は
源
師
俊
)。

『中
右
記
』
保
延

四
年

(
=

三
八
)
正
月
二
十
二
日
条
に
は
、
こ
の
日
の
除
目
の
さ
い
、
か
れ
が
平
清
房
と
と
も
に
検
非
違
使
宣
旨
を
蒙

っ
た
こ
と
が

見
え
る
。
な
お
、
『殿
暦
』
天
仁
二
年
九
月
六
日
条
に
右
馬
允
盛
良
が
見
え
る
。

　

〈え
〉
盛
光
　

　『本
朝
世
紀
』
康
和
五
年

(
=

〇
三
)
十
二
月
二
十
九
日
条
に
見
え
る

「帯
刀
左
京
進

「成
」
光

」
は
、
佐
々
木

紀

一
氏
の
指
摘
ど
お
り

「盛
」
光

の
誤
り
で
あ
ろ
う

(「桓
武
平
氏
正
盛
流
系
図
補
輯

(上
)」
『国
語
国
文
』
七
三
六
号
、
一
九
九
五
年
、
な
お
、

〈か
v
貞
光
参
照
)。

一
方
、
『兵
範
記
』
仁
安
四
年

(
=

六
九
)
正
月
十

一
日
条
の
除
目
の
記
事
に
も
右
京
少
進
平
盛
光
が
見
え
る
が
、

季
衡
の
子
の
世
代
と
は
時
代
が
整
合
し
な
い
。

　

〈お
〉
盛
行
　
高
橋
昌
明

『清
盛
以
前
』
(七
三
頁
)
に
、
『為
房
卿
記
』
康
和
五
年
十
月
二
十

一
日
条
に
平
貞
光
と
と
も
に
正
六
位

上
帯
刀
と
し
て
見
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
『兵
範
記
』
仁
安
三
年
二
月
十
五
日
条
に

「滝
口
平
盛
行
」
が
見
え
る
が
、

こ
れ
と
は
世
代
と
時
代
が
整
合
し
な
い
。

　

〈か
〉
貞
光
　
高
橋
昌
明

『清
盛
以
前
』
(七
三
頁
)
に
、
『為
房
卿
記
』
康
和
五
年
十
月
二
十

一
日
条
に
平
盛
行
と
と
も
に
正
六
位

上
帯
刀
と
し
て
見
え
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
佐
々
木
紀

一
氏
は
、
こ
の
こ
と
が

『仲
章
記
』
(『歴
代
残
關
日
記
』
三
)

同

日
条
に
も
見
え
る
こ
と
と

『本
朝
世
紀
』
康
和
五
年
十
二
月
二
十
九
日
条
に
、
「帯
刀
左
京
進
成
(盛
)光
男
」
の
平
定
光
が
東
宮
御

所
辺
で
犯
人
を
追
捕
し
た
賞
に
よ

っ
て
木
工
允
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る

(「桓
武
平
氏
正
盛
流
系
図
補
輯

(上
)」)。
な

お
、
こ
の
こ
と
は

『中
右
記
』
同
日
条
に
も
所
見
が
あ
る

(W
〈う
〉貞
兼
参
照
)。

　

〈け
〉
盛
国
　
　『殿
暦
』
康
和
三
年
八
月
十
八
日
条
に
侍
の

一
人
と
し
て

「盛
国
」
、
『中
右
記
』
長
治
元
年

(
=

〇
四
)
三
月
二

十
四
日
条
に
左
衛
門
尉
平
盛
国
が
所
見
す
る
。

一
方
、
『除
目
大
成
抄
』
第
七

(『新
訂
増
補
史
籍
集
覧
』
別
巻

一
、
四
一三
貢
)
に
、
保
安

二
年

(
=

二
一
)
春
の
除
目
に
さ
い
し
て
、
明
法
道
か
ら

「学
生
正
六
位
上
平
朝
臣
盛
国
」
を
諸
司
三
分
の
欠
に
補
任
す
べ
き
旨
の
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申

文
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
れ
が
内
蔵
少
允
と
な

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
人
物
は
文
官
な
の
で
、
『中

右
記
』
大
治
六
年

(
=

三
一
)
十
二
月
二
十
二
日
条
に
録
事

の
う
ち
に
見
え
る
盛
国
に
同
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
い
で
、
同
書
長
承
元
年

(
=

三
二
)
五
月
二
十
日
条
に

「馬
助
盛
国
」
、
翌
二
年
二
月
九
日
条
に
春
日
祭
上
卿
頼
長
の
供
人
の
う
ち
の
諸
大
夫
十
七
人
の
散
位
の
な
か

に

「盛
国
」
が
あ
り
、
同
四
年
四
月

一
日
条
の
斎
院
司
除
目
の
記
事
に
伊
勢
守
平
盛
国
が
所
見
す
る
。
養
和
元
年

(
=

八
一
)
閏
二

月

、
平
清
盛
は
そ
の
家
司
で
あ

っ
た
平
盛
国
の
九
条
河
原
口
の
家
で
死
去
し
て
い
る
が

(『吾
妻
鏡
』
四
日
条
な
ど
)、
上
記
二
人
の
盛
国

は
こ
れ
と
は
別
人
で
あ
る
。
な
お
、
清
盛
の
家
司

・
郎
等
で
あ

っ
た
主
馬
判
官
盛
国
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
紀

一

「桓
武
平
氏
正
盛
流

系
図
補
輯

(上
)
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

〈こ
〉
盛
康
　
　
『中
右
記
』
康
和
五
年
四
月
八
日
条
に
刑
部
丞
と
見
え
、
『殿
暦
』
同
月
十
七
日
条
に
、
「解
刑
部
丞
任
兵
衛
尉
」
と

あ

っ
て
、
そ
の
昇
任
が
知
ら
れ
る
。
『中
右
記
』
同
日
条
に
は

「候
院
人
」
と
あ
る
。
天
仁
元
年

(
=

〇
八
)
正
月
、
源
義
親
追
討
賞

に
よ

っ
て
正
六
位
上
を
も

っ
て
右
衛
門
権
少
尉
に
任
じ
た
こ
と
が

『除
目
大
成
抄
』
第
八

(『新
訂
増
補
史
籍
集
覧
』
別
巻

一
、
五
八
二
頁
)

お
よ
び

『中
右
記
』
同
月
二
十
四
日
条
か
ら
知
ら
れ
る
。
後
者
に
は

「正
盛
男
」
と
あ
り
、
高
橋
昌
明
氏
は
猶
子
的
存
在
と
見
る

(『清

盛
以
前
』
七
二
頁
)。
そ
の
後
、
『長
秋
記
』
元
永
二
年

(
一
=

九
V
六
月
十
九
日
条
に
右
衛
門
尉
、
保
延
元
年

(
=

三
五
)
二
月
二
十
七

日
条
に
検
非
違
使
と
し
て
所
見
し
、
『中
右
記
』
同
三
年
正
月
五
日
条
か
ら
外
衛
と
し
て
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

〈さ
〉
盛
範
　
　『台
記
別
記
』
久
安
三
年

(
=

四
七
)
三
月
二
十
八
日
条
に
右
兵
衛
尉
、
『台
記
』
久
寿
元
年

(
一
一
五
四
)
九
月
十

六
日
条

・

『兵
範
記
』
保
元
三
年

(
=

五
八
)
十
月
二
十
三
日
条
に
兵
衛
尉
と
見
え
る
。
同
仁
安
二
年

(
=

六
七
)
十
二
月
十
六
日

条
に
は
散
位
と
あ
る
。

　

〈し
〉
盛
長
　
　
『兵
範
記
』
仁
安
三
年
十
二
月
十
日
条
の
除
目
の
記
事
に
右
衛
門
少
尉
と
し
て
平
盛
永
が
見
え
る
。

　

〈す
〉
盛
仲

仁
安
三
年
二
月
、
高
倉
天
皇
に
わ
た
さ
れ
た
六
条
天
皇
の
滝
口
三
膓
以
上
と
し
て
平
盛
仲
が
見
え

る

(『兵
範
記
』
+
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九

・
二
+
八
日
条
)
。

か
れ

は
翌

年

正

月

の
除

目

で
左

馬

允

に

任

じ

て

い
る

(同
+

一
日
条
)
。
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W
　
正
扶
流

　

〈あ
〉
正
扶
　
記
録
に
は
正
輔
と
表
記
さ
れ
る
。
高
橋
昌
明

『清
盛
以
前
』
(三
五
頁
以
下
)
に
詳
し
い
。
東
宮
帯
刀
、
検
非
違
使
の

官
歴
を
有
し
、
平
忠
常
の
乱
の
さ
い
安
房
守
に
登
用
さ
れ
た
が
、
伊
勢
在
地
に
お
け
る
公
雅
流
平
致
経
と
の
紛
争
に
よ

っ
て
任
地
に
赴

か
な
か

っ
た
。
な
お
、
寛
弘
三
年

(
一
〇
〇
六
)
六
月
、
か
れ
が
秀
郷
流
藤
原
氏
の
左
衛
門
尉
文
行
と
闘
諄
事
件
を
起

こ
し
た
こ
と
や
、

そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
拙
著

『坂
東
武
士
団
の
成
立
と
発
展
』
(弘
生
書
林
、
一
九
八
二
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

W
　
正
済
流

　

〈あ
〉
正
済
　
長
和
元
年

(
一
〇
一
二
)
の
除
目
で
、
塞
帳
典
侍
の
申
請
に
よ
り
正
六
位
上
を
も

っ
て
玄
蕃
権
助

に
任
じ
ら
れ
た
こ

と
が

『除
目
大
成
抄
』
第
六

(『新
訂
増
補
史
籍
集
覧
』
別
巻

一
、
三
八
九
頁
)
お
よ
び

『魚
魯
愚
紗
』
上
巻

(『史
料
拾
遺
』
第
四
巻
、
二
〇
四

頁
)
か
ら
知
ら
れ
る
。

　

〈
い
〉
正
家
　
　
『今
昔
物
語
集
』
巻
十
三
第
三
十
八
に
、
信
濃
国
に
所
領
を
も
ち
、
子
息
が

「大
学
ノ
允
資
盛
」
と
い
う

「左
衛
門

ノ
大
夫
平
ノ
正
家
」
が
登
場
す
る
。

一
方
、
『兵
範
記
』
仁
安
二
年

(
=

六
七
)
正
月
二
十
七
日
条
に
、
女
御
平
滋
子
の
侍
所
職
員
と

し
て

「散
位
平
朝
臣
正
家
」
、
同
三
年
九
月
十
九
日
条
に
、
参
内
す
る
検
非
違
使
別
当
平
時
忠
の
前
駈
の

一
人
と
し
て

「民
部
大
夫
政

家
」
が
所
見
す
る
が
、
こ
れ
は
世
代
が
合
わ
な
い
。



「平家」論の前提作業院政期における伊勢平氏庶流

　

〈う
〉
資
盛
　
前
項
に
述
べ
た
よ
う
に

『今
昔
物
語
集
』
に
大
学
允
と
見
え
る
。
白
河
院
の
近
習
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
大
治
四
年

(
=

二
九
)
七
月
七
日
、
院
の
死
去
に
さ
い
し
て
枕
辺
に
砥
候
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
安
芸
守
で
あ

っ
た

(『長
秋
記
』
同
日
条
)。
『中
右

記
』
同
年
閏
七
月
二
十
五
日
条
の
四
十
九
日
法
事
の
記
事
に
は

「本
院
北
面
」
と
見
え
る
。
翌
年
十
二
月
、
待
賢
門
院
の
熊
野
参
詣
に

さ

い
し
て
は
、
進
物
所
の
預
を
つ
と
め
て
い
る

(同
二
日
条
)。
天
承
元
年

(
=

三
一
)
七
月
九
日
、
白
河
院
の
遺
骨

が
鳥
羽
塔
に
移
さ

れ
た
と
き
の
供
奉
人
の
中
に

「北
面
者
安
芸
守
資
盛
」
が
見
え
る

(『長
秋
記
』
同
日
条
)。
『長
秋
記
』
長
承
三
年

(
=

三
四
)
六
月
十

九
日
条
に
も
安
芸
守
と
し
て
見
え
、
ま
た
同
書
保
延
元
年
九
月
二
十
九
日
条
に
も
所
見
す
る
。

　

〈お
〉
有
盛
　
　『兵
範
記
』
久
寿
二
年

(
二

五
五
)
十
月
二
十
六
日
条
に

「式
部
輔
代
武
蔵
権
守
有
盛
」
が
見
え
る
。
同
書
仁
安

三
年
十
二
月
十
日
条
に
、
平
頼
盛
家
人
の
右
兵
衛
尉
平
有
盛
が
解
官
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
が
、
前
者
と
は
別
人
で
あ
ろ
う
。

　

<〈
〉
叙
弘
　
　
『兵
範
記
』
仁
安
三
年
正
月
十
五
日
条
の
除
目
下
名
の
記
事
に
、
内
舎
人
と
し
て
平
信
弘
が
見
え
る
が
、
叙
弘
と
の

比
定
は
世
代
的
に
不
審
で
あ
る
。

　

〈し
〉
貞
弘
　
年
代
は
不
明
だ
が

『魚
魯
愚
紗
』
中
巻

(更

料
拾
違

第
五
巻
、
二
五
八
頁
)
に
、
平
貞
弘
が
右
兵
衛
少
尉
に
任
じ
た

こ
と
が
見
え
る
。
か
れ
の
名
は

『後
二
条
師
通
記
』
応
徳
三
年

(
一
〇
八
六
)
九
月
二
十
六
日
条
に
見
え
、
同
書
寛
治
六
年

(
一
〇
九
二
)

正
月
十
八
日
条
、
『中
右
記
』
寛
治
五
年
二
月
十
七
日

・
同
九
月
二
十
四
日

・
同
八
年
正
月
七
日

・
永
長
元
年

(
一
〇
九
六
)
七
月
十
日

条

に
検
非
違
使
、
同
書
寛
治
六
年
正
月
十
八
日

・
永
長
元
年
二
月
二
十
二
日
条
に
は
検
非
違
使

・
左
衛
門
尉
と
し
て
所
見
す
る
。
ま
た
、

同
書
承
徳
元
年

(
一
〇
九
七
)
正
月
五
日
条
に
、
こ
の
日
の
叙
位
で

「外
衛
左
使
」
の
か
れ
が
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た

こ
と
が
知
ら
れ
、

寛

治
八
年
三
月
八
日
条
に
は
検
非
違
使
大
夫
尉
と
見
え
る
。
な
お
、
『兵
範
記
』
仁
安
四
年

(
=

六
九
)
四
月
十

六
日
条
に
見
え
る

「豊
前
権
守
平
貞
弘
」
が
別
人
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

〈す
〉
正
弘
　

『中
右
記
』
天
永
二
年

(
=

=

)
十

一
月
十
九
日
条
に
、
院
で
闘
乱
事
件
を
お
こ
し
た
た
め
に
停
任
さ
れ
て
い
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た
左
衛
門
尉
平
清
賢
と
右
衛
門
尉
平
正
弘
の
還
着
が
ゆ
る
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
『長
秋
記
』
元
永
二
年

(
=

一
九
)
六
月
十
九
日

条
に
は
左
衛
門
尉
と
あ
り
、
『永
昌
記
』
保
安
五
年

(
=

二
四
)
四
月
十
四
日
条
に
は
検
非
違
使
尉
と
し
て
見
え
る
。
そ
の
後
、
『中

右
記
』
大
治
四
年

(
=

二
九
)
四
月
二
十
五
日

・
七
月
十
五
日

・
同
二
十
六
日
、
十

一
月
十
二
日
、
『長
秋
記
』
大
治
四
年
四
月
二
十

五
日
、
天
承
元
年

(
=

三

一
)
九
月
二
十
日
条
に
所
見
す
る
。
保
元
の
乱
で
崇
徳
上
皇
方
に
立

っ
た
た
め
、
保
元
元
年

(
=

五
六
)

八
月
三
日
、
陸
奥
に
配
流
さ
れ

(『兵
範
記
』
同
日
条
)、
翌
年
三
月
二
十
五
日
、
「散
位
平
正
弘
領
」
(伊
勢
国
大
井
田
御
厨

・
笠
間
御
厨

・
石

川
御
厨

・富
津
御
厨
、
信
濃
国
麻
績
御
厨
・
高
田
郷
・
市
村
郷
・
野
原
郷
、
越
後
国
魚
野
郡
殖
田
村
)
は
後
院
領
と
さ
れ
た

(同
二
+
九
日
条
)
。

　

〈せ
〉
家
弘
　
　
『中
右
記
』
大
治
五
年
正
月
二
十
八
日
条
の
除
目
の
記
事
に
、
平
家
弘
が
右
兵
衛
尉
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

『台
記
』

・

『宇
椀
記
抄
』
久
安
七
年

(
=

五
一
)
正
月
七
日
条
に
左
衛
門
尉
家
弘
が
検
非
違
使
の
労
に
よ

っ
て
従
五
位
下
に
叙
さ
れ

た
と
あ
る
。
仁
平
二
年

(
=

五
二
)
九
月
十
日
の
夜
、
崇
徳
院
の
御
所
に
皇
后
宮
前
侍
長
源
満
義
と
そ
の
妻

(上
総
介
源
資
賢
女
)

・
弟

が
入
り
こ
ん
で
刃
傷
に
及
び
、
満
義
が
自
殺
を
と
げ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
が
、
そ
の
さ
い
、
家
弘
は
武
者
所

と
と
も
に
犯
人
を

搦

め
捕
ら
え
て
い
る

(『台
記
』
同
+
二
日
条
)。
保
元
の
乱
に
さ
い
し
て
は
、
崇
徳
院
が
白
河
殿
に
召
集
し
た
軍
勢
の
筆
頭
に

「散
位
平

家
弘
」
の
名
が
見
え
、
か
れ
は
源
為
義
と
と
も
に
院
判
官
代
に
任
じ
ら
れ
、
直
接
院
の
御
前
に
召
さ
れ
て
い
る

(『兵
範
記
』
保
元
元
年
七

月
+
日
条
)
。
七
月
二
十
七
日
に
下
さ
れ
た
罪
名
宣
下
の
リ
ス
ト
に
は

「右
衛
門
大
夫
平
家
弘
」
と
見
え
、
同
三
十
日
、
頼
弘
ら

一
族
と

と
も
に
大
江
山
辺
で
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
た

(同
書
同
日
条
〉。

　

〈そ
〉
頼
弘
　
前
項
参
照
。

　

〈ち
〉
康
弘
　
　
『兵
範
記
』
仁
平
四
年

(
一
一
五
四
)
六
月
十
九
日
条
に
よ

っ
て
、
十
七
日
の
大
学
寮
試
で

「正
六
位
上
平
朝
臣
康

弘
」
が
擬
文
章
生
に
補
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
同
二
十
四
日
条
の

「登
省
輩
十
五
人
貢
挙
次
第
」
に
は

「新
院
」

の
挙
と
し
て

「平

康
弘
、
黙
鬼
」
と
見
え
る
。
『除
目
大
成
抄
』
第
十

(『新
訂
増
補
史
籍
集
覧
　
別
巻

一
、
六
六
六
頁
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る
久
寿
二
年

(
=
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「平家」論の前提作業

五
五
)
十

一
月
日

「文
章
生
歴
名
注
進
状
」
に
は

「正
六
位
上
平
朝
臣
康
弘
　
新
院
北
面
衆
、」
と
あ
る
。
保
元
の
乱
の
記
事
に
は

「大
炊

助
平
康
弘
」
と
所
見
。
乱
後
、
家
弘
ら
と
と
も
に
処
刑
さ
れ
た
。

　

〈
つ
〉
盛
弘
　
保
延
五
年

(
=

三
九
)
六
月
二
十
七
日
、
皇
后
宮
侍
二
人
が
闘
謬
に
及
ん
だ
さ

い
、
侍
長
だ

っ
た
盛
弘
は
前
馬
助

平
忠
正
と
と
も
に
、
こ
れ
を
鎮
め
、
七
月
二
日
、
そ
の
賞
と
し
て
兵
衛
尉
に
補
さ
れ
て
い
る

(『台
記
』
同
日
条
)
。
仁
平
三
年

(
一
一
五

三
)
の
左
大
臣
頼
長
の
春
日
詣
に
さ
い
し
て
、
右
衛
門
尉
で
あ

っ
た
か
れ
は
東
遊
の
舞
人
を

つ
と
め
た

(『台
記
別
記
』
八
月
八
日
、
十

一

月
+
七
・
二
+
丁

二
+
六
日
条
、
『兵
範
記
』
+
一
月
二
+
六
日
条
)。
『兵
範
記
』
久
寿
三
年

(
=

五
六
)
四
月
二
十
二
日
条
に
兵
衛
尉
盛
弘

と
見
え
る
の
は
、
官
職
か
人
名
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
保
元
の
乱
に
さ
い
し
て
は
、
崇
徳
院
が
白
河
殿
に
集
め
た
軍
兵

に
右
衛
門
尉
平
盛

弘

の
名
が
見
え
、
乱
後
、
家
弘
ら
と
と
も
に
処
刑
さ
れ
た
。

　

〈と
〉
時
弘

仁
平
三
年
の
左
大
臣
頼
長
の
春
日
詣
に
さ
い
し
て
、
左
兵
衛
尉
で
あ

っ
た
か
れ
は
東
遊
の
舞
人
を

つ
と
め
た

(『台
記

別
記
』
八
月
八
日
、
+
一
月
+
七
・
二
+
一
・
二
+
六
日
条
、
『兵
範
記
』
十
一
月
二
+
六
日
条
)
。
保
元
の
乱
に
さ
い
し
て
は
、
崇
徳
院
が
白
河
殿

に
集
め
た
軍
兵
に
兵
衛
尉
と
し
て
見
え
、
乱
後
、
家
弘
ら
と
と
も
に
処
刑
さ
れ
た
。

院政期における伊勢平氏庶流

皿
　
正
能
流

　

〈あ
〉
正
能
　
　
『小
右
記
』
万
寿
四
年

(
一
〇
二
七
)
四
月
六
日
条
に

「
(左
兵
衛
力
)
尉
平
正
能
」
、
『春
記
』
長
暦

二
年

(
一
〇
三
八
)

十

二
月
十
四
日
条
に

「刑
部
少
輔
正
能
醜
賄
蛇
汰
」
と
あ
る
。
『尊
卑
分
豚
』
に
は
所
見
し
な
い
が
、
佐
々
木
紀

一
氏
の
紹
介
し
た
新
出

古
系
図
の
貞
衡
の
注
記
に

「母
同
正
能
」
と
見
え
る

(「桓
武
平
氏
正
盛
流
系
図
補
輯
之
落
穂
」)。

　

〈
い
〉
貞
弘
　
孤

〈し
〉
貞
弘
の
重
出
で
あ
ろ
う
。
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〈う
〉
正
弘
　
W

〈す
〉
正
弘
の
重
出
で
あ
ろ
う
。

　

〈え
〉
宗
能
　
　
『中
右
記
』
承
徳
元
年

(
一
〇
九
七
)
正
月
三
十
日
条

の
除
目
記
事
に

「縫
殿
少
允
平
宗
良
」
が
見
え
る
が
、
世
代

と
時
代
が
整
合
し
な
い
。

　

〈お
〉
康
弘
　
皿

〈ち
〉
康
弘
の
重
出
で
あ
ろ
う
。

　

〈き
〉
有
盛
　
顎

〈お
〉
有
盛
の
重
出
で
あ
ろ
う
。

　

〈け
〉
正
綱
　
　
『尊
卑
分
豚
』
に
は
、
忠
盛
の
弟
忠
正
の
子
に
正
綱

(宇
治
左
大
臣
勾
当
)
が
あ
り
、
こ
の
人
物
と
同
定
で
き
よ
う
。

保
元
の
乱
の
さ
い
、
崇
徳
院
方
に
立

っ
た
た
め
に
、
乱
後
、
平
忠
貞

(忠
正
)
ら
と
と
も
に
六
波
羅
辺
で
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る

(『兵
範
記
』
保
元
元
年
七
月
二
十
七
・
二
十
八
日
条
)。

　

〈こ
〉
敦
盛
　
W

〈え
〉
敦
盛
の
重
出
で
あ
ろ
う
。

　

〈さ
〉
兼
光
　
顎

〈か
〉
兼
光
の
重
出
で
あ
ろ
う
。
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皿
　
貞
衡
流

　

〈あ
〉
貞
衡
　
貞
衡
の
史
料
所
見
お
よ
び
こ
の
系
統
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
高
橋
昌
明

『清
盛
以
前
』
(四
九

・
七
四

・
七
五
頁
)
を
参

照
さ
れ
た
い
。

　

〈
い
〉
貞
清
　
　『中
右
記
』
康
和
五
年

(
=

〇
三
)
四
月
八
日
条
に
、
御
襖
前
駈
と
し
て
右
衛
門
尉
の
平
定
清
が
見
え
る
。

一
方
、

同
大
治
五
年

(
=

三
〇
)
十

一
月
二
十
二
日
条
に
、
院
の
熊
野
詣
に
従
う
庁
官
五
人
の

一
人
と
し
て
貞
清
が
所
見
。
仁
平
三
年
の
左

大
臣
頼
長
の
春
日
詣
に
さ
い
し
て
、
左
兵
衛
尉
で
あ

っ
た
平
貞
清
は
東
遊

の
舞
人
を
つ
と
め
た

(『台
記
別
記
』
八
月
八
日
、
+

一
月
二
十
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丁

二
+
六
日
条
、
『兵
範
記
』
+

一
月
二
+
六
日
条
)。
久
寿
二
年

(
=

五
五
)
四
月
十
四
日
の
小
除
目
で
左
兵
衛
尉
平
貞
清
は

「信
兼
替
」

と
し
て
左
衛
門
尉
に
任
じ
て
い
る

(『台
記
』

・
『兵
範
記
』
同
日
条
)。
『兵
範
記
』
同
年
六
月
八
日
、
左
大
臣
頼
長
北
政
所
の
葬
礼
の
記

事

に
、
貞
清
は
侍
と
し
て
所
見
す
る
。
『中
右
記
』
大
治
五
年
の
貞
清
は
措
く
と
し
て
も
、
康
和
五
年
の
定
清
と

『台
記
』
な
ど
に
見

え
る
平
貞
清
は
明
ら
か
に
別
人
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
保
元
二
年

(
一
一
五
七
)
の
秋
除
目
で
左
兵
衛
少
尉
に
補
さ
れ
た
平
貞
清
も
あ
る

が

(『兵
範
記
』
+

一
月
二
+
七
日
条
)
、
上
記
の
者
と
は
別
人
で
あ
る
。
い
ず
れ
を
比
定
す
べ
き
か
判
断
は
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
お
、

皿

〈さ
〉
貞
清
も
参
照
。

　

〈え
〉
維
綱
　
高
橋
昌
明

『清
盛
以
前
』
(七
三
・
八
二
頁
)
に
、
清
盛
の
異
母
弟
家
盛
の
乳
母
夫
で
、
家
盛
死
去

の
時
、
右
衛
門
尉

だ

っ
た
か
れ
が
剃
髪
し
た
こ
と

(『本
朝
世
紀
』
久
安
五
年

〈
=

四
九
〉
三
月
十
五
日
条
)
や
、
右
衛
門
尉
補
任
が
忠
盛

の
海
賊
追
討
に
従

軍

し
た
行
賞
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
の
所
見
と
し
て
は
、
大
治
五
年

(
=

三
〇
)
八
月
二

十
三
日
に
左
馬
允
に
任
じ

(『中
右
記
』
同
日
条
)、
保
延
元
年

(
=

三
五
)
八
月
二
十

一
日
、
忠
盛
に
よ
る
海
賊
追
捕

の
賞
と
し
て
い
っ

た
ん
右
兵
衛
少
尉
に
任
じ
て
か
ら

(同
)
さ
ら
に
右
衛
門
尉
に
補
さ
れ
た
ら
し
い

(『長
秋
記
』
同
日
条
)。
な
お
、
『兵
範
記
』
久
寿
三
年

(
=

五
六
)
五
月
二
十
六
日
条
に
尾
張
守
に
補
さ
れ
た
維
綱
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は

『公
卿
補
任
』
の
保
元
三
年
の
条
か
ら
藤
原
惟
方

の
子
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

〈か
〉
家
綱
　
　
『除
目
大
成
抄
』
第
六

(『新
訂
増
補
史
籍
集
覧
』
別
巻

一
、
三
九
六
頁
)
か
ら
、
治
承
三
年

(
=

七
九
)
の
除
目
に
さ
い

し
、
正
六
位
上
平
朝
臣
家
綱
が
平
盛
子
の
年
給
二
分
代
と
し
て
内
舎
人
へ
の
任
官
を
望
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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ま
と
め
に
か
え
て
1
展
望
と
課
題
1

28

 

　
伊
勢
平
氏
庶
流
に
お
け
る
官
歴
の

一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
は
、
兵
衛
尉
か
ら
衛
門
尉
に
昇
任
し
て
検
非
違
使
宣
旨
を
蒙
り
、
叙
爵
し
て

大
夫
尉
と
な

っ
た
の
ち
に
受
領
に
任
ず
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
衛
府
尉
以
前
の
官
歴
に
つ
い
て
は
、
皿
〈き
〉
貞
能
や
W
〈え
〉盛
兼

の
よ
う
に
馬
允
で
あ
っ
た
者
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、
V
〈す
〉
盛
仲
の
よ
う
に
前
任
が
滝
口
で
あ
る
者
が
見
ら
れ
る

(院
政
期
の
滝
口
に

つ
い
て
は
、
米
谷
豊
之
祐

「滝
口
武
者
考
」
同
著

『院
政
期
軍
事

・
警
察
史
拾
遺
』
参
照
)。
し
か
し
、
V
〈
こ
〉
盛
康
の
よ
う
に
刑
部
丞
か
ら
兵
衛

尉
に
転
じ
た
ケ
ー
ス
も
あ

っ
た
。
な
お
、
W
〈あ
〉正
扶

(正
輔
)
を
は
じ
め
V
〈お
〉
盛
行
な
ど
の
よ
う
に
帯
刀

(東
宮
坊
帯
刀
舎
人
)
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
た
場
合
、
東
宮
が
践
詐

・
即
位
す
る
と
、
帯
刀
舎
人
の
う
ち
帯
刀
長

・
部
領
な
ど
上
位
の
職
務
に
あ
る
者
は
衛
府
尉
、
三

番

は
馬
允
、
歩
射
腋

・
連
は
治
部
允

・
少
監
物

・
木
工
允
な
ど
に
任
ず

る
こ
と
を
得
た

(笹
山
晴
生

「春
宮
坊
帯
刀
舎
人
の
研
究
」
同
著

『日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
五
年
、
初
出

一
九
七
二
年
)。
院
政
期
に
は
帯
刀
の
方
が
渡
辺
党

の
メ
ン
バ
ー
な
ど

が
任
じ
ら
れ
た
滝
口
よ
り
上
格
で
、
有
力
な
京
武
者
の
子
弟
か
ら
選
抜
さ
れ
た
か
ら
、
伊
勢
平
氏
庶
流
は
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
だ

っ
た
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
高
橋
昌
明
氏
は
、
維
衡

・
正
度
の
時
代
ま
で
の
伊
勢
平
氏
に
と
っ
て
受
領
は
歴
任
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
正
度
の
子
の

世
代
以
降
、
そ
れ
は
官
歴
の
最
後
を
飾
る
も
の
と
な

っ
た
と
見
て
、
伊
勢
平
氏
の
侍
身
分
上
層

へ
の
地
位
の
低
下
を
指
摘
し
て
い
る

(『清
盛
以
前
』
四
九
頁
)。

　
1
〈か
〉
宗
盛
の
項
で
述

べ
た
よ
う
に
、
承
暦
三
年

(
一
〇
七
九
)
四
月
、
関
白
師
実
の
賀
茂
社
参
詣
の
さ
い
に
、
正
衡
は
左
衛
門
尉

盛
方

・
右
衛
門
尉
兼
衡

・
同
宗
盛

・
左
兵
衛
尉
兼
季
ら
平
氏

一
族

(こ
の
う
ち
盛
方
は

『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
』
・
『尊
卑
分
豚
』
に
、
平
忠
常

の
乱
の
さ
い
、
は
じ
め
に
追
討
使
に
任
じ
た
平
直
方
の
子
な
い
し
孫
と
し
て
所
見
)
と
と
も
に
舞
人
を

つ
と
め
て
い
て

(『為
房
卿
記
』
+

一
日
条
・
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『参
軍
要
略
抄
』)、
ほ
か
の

一
族
と
同
等
の
立
場
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
正
衡
は
検
非
違
使
か
ら
出
羽
守
に
任
じ
て
、
そ
の
官
歴
を
終
わ

っ
て
い
る

(『本
朝
世
紀
』
康
和
元
年
正
月
二
十
日
条
)。

　

こ
れ
が
、
ほ
か
の

一
族
と
階
層
的
に

一
線
を
画
す
る
よ
う
に
な

っ
た
時
点
は
、
正
盛
が
前
隠
岐
守
と
し
て
所
見
す

る
承
徳
二
年

(
一

〇
九
八
)
正
月
二
十
七
日

(『中
右
記
』
同
日
条
)
か
ら
、
若
狭
守
在
任
が
確
認
さ
れ
る
康
和
三
年
九
月

(
=

〇
一
)
九
月
二
十
三
日

(『平

安
遺
文
』
一
四
五
三
号
)
ま
で
の
間
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
後
、
伊
勢
平
氏
の

一
族
の
中
に
は
、
院
近
臣
と
し
て

軍
事
権
門
化
し
た
正
盛
流

(平
家
)
に
従
属
す
る
者
が
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
あ

っ
た
。

　

し
か
し
、
W
〈え
〉
盛
兼

・
〈お
〉信
兼
の
よ
う
に
独
自
に
院
や
摂
関
家
に
奉
仕
し
な
が
ら
諸
国
の
受
領
を
歴
任
し
、
位
階
も
従
五
位
上

な

い
し
正
五
位
下
に
到
る
存
在
も
あ

っ
た

(信
兼
の
官
職
が
平
家
の
推
挽
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
や
、
内
乱
期
に
お
け
る
か
れ
の
主
体
的
な
行

動
に
つ
い
て
は
、
正
木
喜
三
郎

「古
代
末
期
に
お
け
る
平
信
兼
の
動
向
に
つ
い
て
」
参
照
)。
信
兼
の
子
兼
隆
が
伊
豆
目
代
に
任

じ
ら
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
あ
た
か
も
か
れ
が
平
家

一
門
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
か
の
よ
う
な
理
解
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
か
れ
は
知
行
国
主
時

忠

の
検
非
違
使
別
当
在
任
時
、
そ
の
配
下
に
属
し
た
経
歴
が
あ
り
、
目
代
登
用
は
あ
く
ま
で
も
時
忠
と
の
関
係
に
よ

る
も
の
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
平
氏
庶
流
と
平
家
本
流
と
の
政
治
的
な
存
在
基
盤
の
相
違
は
、
保
元
の
乱
の
と
き
、
崇
徳
上
皇
方
に
参
じ
た
W

〈す
V正
弘
と
そ
の
子
息
た
ち
の
動
向
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
個
々
の
伊
勢
平
氏
庶
流
に

た
い
す
る
政
治
的
立
場

・
存
在
形
態
に
つ
い
て
の
考
察
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
正
弘
の
所
領
に
は
信
濃
国
に
属
す
る
も
の
が
多
い
。
治
承

・
寿
永
内
乱
の
さ
い
、
正
弘
の
子
で
同
国
布
施
御
厨
を

名
字
地
と
す
る
惟
俊
、
孫
で
富
部
御
厨
を
名
字
地
と
す
る
家
俊
が
平
家
方
に
立

っ
た
と
い
い

(井
原
今
朝
男

「信
濃
武
士
の
登
場
」
『長
野
県

史

通
史
編

第

一
巻
』
長
野
県
史
刊
行
会
、

一
九
八
九
年
)、
正
弘
の
信
濃
国
内
の
所
領
に
た
い
す
る
支
配
は
か
な
り
徹
底

し
た
も
の
だ

っ

た
よ
う
だ
。
前
述
の
よ
う
に
、
顎
〈
い
〉
正
家
も
信
濃
に
所
領
を
有
し
て
い
た
が
、
『今
昔
物
語
集
』
の
説
話
に
よ
れ
ば

、
正
家
は
頻
繁
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に
京
都
と
信
濃
の
間
を
往
復
し
な
が
ら
所
領
の
経
営
に
あ
た

っ
て
お
り
、
子
息
の
資
盛
も
少
年
期
を
信
濃
で
す
ご
し
た
ら
し
い
。
ま
た
、

天
養
二
年

(
一
一
四
五
)
五
月
、
同
国
水
内
郡
小
川
庄
で
下
司
清
原
家
兼
が
在
地
住
人
の
池
田
宗
里
に
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発

生
し
た
と
き
、
家
兼
の
地
位
の
継
承
を
主
張
し
て
平
維
綱
が
こ
れ
に
介
入
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

(『平
安
遺
文
』
二
五
五
八
号
)。
こ
の

維
綱
は
医
〈え
〉
維
綱
に
同
定
さ
れ
、
こ
こ
に
も
伊
勢
平
氏
庶
流
の
信
濃
進
出
の
形
跡
が
見
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
1

〈け
〉盛
基
の
信
濃

守
補
任
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
系
図
に
名
は
見
え
な

い
が
、
院
政
期
の
信
濃
国
に
は
安
曇
郡
仁
科
御
厨
の
仁
科
氏
や
高
井
郡
笠
原
牧
の
笠
原
氏
な

ど
平
氏
系
武
士
の
進
出
が
顕
著
で
あ
る

(井
原
今
朝
男

「信
濃
武
士
の
登
場
」
参
照
)。
そ
の
背
景
に
は
、
信
濃
国
の
交
通
上
の
重
要
性
や
、

多
く
の
牧
の
存
在
な
ど
の
事
情
が
想
定
で
き
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
賀
氏
な
ど
河
内
源
氏
系
の
進
出
と
も
か
ら
め
て
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

　

V
〈け
V
に
あ
げ
た
盛
国
が
学
生
、
1
〈お
〉
貞
度

・
顎
〈ち
〉康
弘
が
文
章
生
か
ら
立
身
を
は
か
っ
て
い
る
の
は
武
士
の
職
能
論
の
観
点

か
ら
興
味
深
い
が
、
同
じ
よ
う
な
例
は
河
内
源
氏
の
源
義
業
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
義
業
は
常
陸
佐
竹
氏
の
祖
と
な

っ
た
人
物
で
、

文
章
生
か
ら
検
非
違
使
尉
に
到

っ
た
が
、
在
京
し
た
か
れ
に
代
わ

っ
て
常
陸
の
所
領
は
在
国
の
子
息
昌
義
に
委
ね
ら
れ
て
い
た

(米
谷

豊
之
祐

「佐
竹
家
の
祖
ー
源
義
業
」)。
こ
の
よ
う
な
、
父
子

・
兄
弟
に
よ
る
在
京
奉
公
と
在
地
所
領
支
配
の
分
業
は
上
野

・
下
野
の
新
田

・

足
利
氏
な
ど
当
時
の
京
武
者
系
豪
族
的
武
士

一
般
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る

(新
田

・
足
利
氏
に
つ
い
て
は
、
須
藤
聡

「平
安
末
期
清
和
源
氏

義
国
流
の
在
京
活
動
」
『群
馬
歴
史
民
俗
』
第

一
六
号
、

一
九
九
五
年
、
「京
武
者
系
豪
族
的
武
士
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「豪
族
的
武
士
団
の
成
立
」
元
木

泰
雄
編

『院
政
の
展
開
と
内
乱

日
本
の
時
代
史
7
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
を
参
照
)。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
掘
り
下
げ
も
ま
た
、
今
後
の

課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
n
〈
い
〉
範
季
の
項
で
あ
げ
た
前
佐
渡
守
平
資
範
や
前
隠
岐
守
平
資
季
は
系
図
に
所
見
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
伊
勢
平
氏
に
属
す
る
有
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力
者
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
存
在
に
た
い
す
る
追
究
も
進
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
平
家
に
従
属
し
た
伊
勢
平
氏
庶
流
個
々
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
平
家
が
池
家

・
小
松
家
な
ど
に
分
立
す
る
形

を

と
っ
た
と
き
、
そ
の
主
従
関
係
は
い
か
な
る
様
態
を
と
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
っ
た
点
も
具
体
的
に
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。

　
以
上
、
多
く
の
課
題
を
提
起
し
て
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
作
業
を
終
え
る
こ
と
と
す
る
。

「平家」論の前提作業

〈付

記
〉

　
平
成
十
三
年
度
の
個
人
研
究

「後
白
河
院
と
平
家
」

に
お
け
る
主
要
課
題
は

「平
家
と
後
白
河
院
の
政
治
的
連
携

が
、
隣
接
す

る
六
波
羅

と
法

住
寺
殿
の
空
間
構
造
に
ど

の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
」
と

い
う
点

に
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は

「列
島
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中

の
平
泉
」

(入
間
田
宣
夫

・
本
澤
慎
輔
編

『平
泉
の
世
界
　
奥
羽
史
研
究
叢
書

3
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
二
年
)
で
多
く
を
述

べ
る
機
会
が
あ

っ
た

の
で
、
こ

の
紀
要
に
は
今
後

「平
家
論
」
を
進
め
る
上
で
大
前
提
と
な
る
伊
勢
平
氏
庶
流

に
関
す

る
日
頃
の
調
査
成
果
を
掲
載
す

る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、

史
料
所
見
は
あ
く
ま
で
も
管
見
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
外

の
知
見
に
関
し
て
広
く
御
教
示
を
お
願
い
申
し
上
げ
た
い
。

院政期における伊勢平氏庶流

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　

院
政
　
伊
勢
平
氏
　
武
士
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